
大阪市罹災証明書等交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号。以下「法」という。）第 2条

第 1項に規定する災害（火災を除く）によって生じた被害（以下「罹災」という。）の状況に

対する証明書（以下「証明書」という。）の交付について、必要な事項を定める。 

（定義） 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 家屋 「災害の被害認定基準について」（平成 13 年 6 月 28 日付け府政防第 518 号内閣

府政策統括官（防災担当）通知）（以下「認定基準」という。）に規定する住家及び非住家

をいう。 

   住家 現実に居住のために使用している建物 

   非住家 住家以外の建物 

 ⑵ 建物 不動産登記規則（平成 17 年２月 18 日法務省令第 18 号）第 111 条に規定する屋

根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的と

する用途に供し得る状態にあるものをいう。 

 ⑶ 不動産 民法（明治 29年 4月 27日法律第 89号。以下「民法」という。）第 86条第 1項

に規定する土地及びその定着物をいう。 

 ⑷ 動産 民法第 86条第 2項に規定する不動産以外のものをいう。 

 ⑸ 人的被害 罹災により、認定基準に規定する死者、行方不明者、重傷者及び軽傷者とな

った者の状況をいう。 

（対象） 

第 3条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した不動産、動産及び人的被害とする。 

（証明書の種類） 

第 4条 証明書の種類は次に掲げるものとする。 

⑴ 罹災証明書 罹災した家屋について、法第 90 条の 2 第 1 項に基づく被害の程度を証明

する書面。 

⑵ 被災証明書 罹災した不動産、動産及び人的被害について、被害の事実を証明する書面。 

（交付の申請） 

第 5条 本市の市域内において発生した災害により罹災した者は、当該者の居住または当該不

動産及び動産が存する区の区長に対し、前条各号に掲げる証明書の交付の申請をすることが

できる。 

２ 前項の規定による申請は、罹災（被災）証明書交付申請書（第１号様式）により行わなけ

ればならない。 

（調査の実施） 

第 6条 区長は、前条第 1項の規定による申請があったときは、申請内容に基づき、必要な調

査を遅滞なく実施するものとする。ただし、特別の事情があると区長が認めるときは、この

限りではない。 

（証明書の交付） 

第 7条 区長は、前条に定める調査の結果、罹災の程度を判定したときは、罹災証明書（第２

号様式）を交付するものとする。 

２ 区長は、前条に定める調査の結果、その事実を現認したときは、被災証明書（第３号様式）



を交付するものとする。 

３ 区長は、罹災証明書又は被災証明書を交付できないときは、第 5条第 1項の規定による申

請をした者に対し、証明書を交付できない理由を文書等により通知しなければならない。 

（証明書の交付の特例） 

第 8条 証明書の様式が、その提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明を

もって前条第 1項及び第 2項の交付に代えることができる。 

（手数料） 

第 9条 証明書については、大阪市手数料条例（昭和 24年大阪市条例第 15号。以下「手数料

条例」という。）第 8条第 24号に定める手数料を徴収する。 

２ 手数料条例第 13条の規定により、手数料を減免することができる。 

（罹災証明書の補正の請求） 

第 10 条 罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明書で証明された罹災の程度について相当

の理由をもって補正を求めるときは、当該罹災証明書を交付した区長に対し、罹災証明書の

内容の補正を求めることができる。 

２ 前項の補正の求めは、当該補正を求める罹災証明書を添えて、罹災証明結果補正申請書（第

４号様式）により行わなければならない。 

（再調査の実施） 

第 11条 区長は、前条第 1項の補正の求めがあった場合において、その申出内容を精査し、再

調査が必要と認めるときは、その点について再調査を実施することができる。 

（補正結果の交付） 

第 12条 区長は、第 10条第 1項の申出内容を精査した結果、罹災証明書の内容を修正する必

要があると認めたときは、当該罹災証明書の交付に代えて、内容を補正した罹災証明書を交

付しなければならない。 

２ 区長は、第 10 条第 1 項の申出内容を精査した結果、罹災証明書の内容に修正があると認

められないときは、前条第 1項の補正の求めを行った者に対し、文書等により結果を通知し、

同条第 2項の規定により申請書に添付された罹災証明書を返還するものとする。 

３ 前 2項の規定による罹災証明書の交付については、第 9条の規定に関わらず、手数料を徴

収しない。 

（その他） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付等に関し、必要な事項は危機管理監が別

に定める。 

  附 則 

1 この要綱は、令和元年 10月 1日から施行する。 

2 本要綱の施行前に生じた災害に対する証明書の取り扱いについては、従前の取り扱いのと

おりとする。 

  



様式１（第 5条関係） 

 

整理番号      

罹災（被災）証明書交付申請書 

 

大阪市    区長あて 

申請日      年   月   日 種類（※１） 罹災証明書  被災証明書 

申請者 

窓口に来 

られた方 

〒 

住所： 
TEL：  (  ) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名： 
性別 

 

 
生年月日    年  月  日生 

被災者との

関係（※２） 

□ 本人（世帯主）  □ 同一世帯親族（   ） 

□ その他（          ） 

 

  

罹

災

者 

住所：大阪市   区 TEL：  (  ) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏名： 

性別  続柄 世帯主 生年月日 年  月  日生 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏名： 

性別  続柄  生年月日 年  月  日生 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏名： 

性別  続柄  生年月日 年  月  日生 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏名： 

性別  続柄  生年月日 年  月  日生 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏名： 

性別  続柄  生年月日 年  月  日生 

罹災場所等 

アパート名、 

室番号も記入 

してください 

所在地：大阪市   区 

住 家： 専用住宅 併用住宅 共同住宅（ 分譲 ・ 賃貸 ） その他（     ） 

非住家： 店舗  事務所  倉庫  その他（     ） 

物件と申請

者の関係 
所有   管理   占有   その他（        ） 

罹災の原因     年  月  日  時頃                 のため 

被害状況  

証明書必要数 

及び必要理由等 
通 理由・提出先等  

本申請書及び本市が保有する個人情報を各種被災者支援の実施のために利用することに □同意します  □同意しません 

（※１）罹災証明書は災害対策基本法第 90 条の 2 に基づく住家の被害程度を証明する書面で、その他被災の事実を証明する

書面を被災証明書と呼称しています。 

（※２）本人もしくは同一世帯の親族以外の方が申請者の場合は、下記の委任状にご記入ください。 

（※３）申請者が世帯主以外の場合は、住所、連絡先、世帯主の氏名等の情報を記入してください。このほか、人的被害に対

する被災証明書が必要な場合に記入してください。 

委任状 

大阪市   区長あて                          年  月  日 

                         

上記申請者       に、罹災・被災証明書の請求・受領の権限を委任します。 

委任者 住所：                      

                氏名：              ㊞ 

  

（
※
３
） 



様式２（第 7条第 1項関係） 

 〒 

 

 

 

                様          第        号 

 

 

罹 災 証 明 書 

 

罹災住所  

氏名  

物件所在地  

家屋番号  

物件用途  

災害名 

 

罹災の程度 

 

 

摘要（物件と申請者の関係、共有持分割合等） 

 

 上記のとおり、相違ないことを証明する。 

 

        年  月  日 

 

 

      大阪市    区長                 

 

  

印 



様式３（第 7条第 2項関係） 

 〒 

 

 

 

                様          第        号 

 

 

被 災 証 明 書 

 

被災場所 大阪市   区 

被

災

者 

氏名 続柄 生年月日 人的被害 

    

    

    

    

    

    

    

    

災害名 

 

被害の状況 摘要（物件と申請者の関係等） 

 

 上記のとおり、相違ないことを証明する。 

 

        年  月  日 

 

 

      大阪市    区長                 

  

印 



様式４（第 10条第 2項関係） 

 

罹災証明結果補正申請書 

 

大阪市    区長あて 

申請日      年   月   日 

申請者 

窓口に来 

られた方 

〒 

住所： 
TEL：  (  ) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名： 
生年月日     年  月  日生 

被災者との

関係（※１） 

□ 本人（世帯主）  □ 同一世帯親族（   ） 

□ その他（          ） 

罹災者 

申請者と異 

なる場合記入 

〒 

住所： 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名： 
生年月日      年  月  日生 

罹災場所等 所在地：大阪市   区 

罹災の原因  

罹災の程度  

補正を求める理由 

 

 

 

補正を求める理由

となる被害箇所 

□屋根  □外壁  □基礎  □内壁  □柱 

□天井  □床（階段含む）  □建具  □設備 

 

 

添付資料（※２） □罹災証明書  □写真  □その他（       ） 

（※１）本人もしくは同一世帯の親族以外の方が申請者の場合は、下記の委任状にご記入ください。 

    なお、罹災証明書交付申請手続きの際に委任状を提出している場合は、記入いただく必要はありません。 

（※２）申請に当たっては、区役所が交付した罹災証明書を添付してください。 

 

委任状 

大阪市   区長あて                          年  月  日 

                         

上記申請者       に、罹災・被災証明書の請求・受領の権限を委任します。 

委任者 住所：                      

                氏名：              ㊞ 

 


